
JP 2009-536665 A5 2010.6.17

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【公表番号】特表2009-536665(P2009-536665A)
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   Ｃ０７Ｄ 213/65     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/18     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ 213/65    ＣＳＰ　
   Ａ６１Ｐ  25/00    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/28    　　　　
   Ａ６１Ｐ   9/10    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/14    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/18    　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/44    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月23日(2010.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（２Ｓ）－（４Ｅ）－Ｎ－メチル－５－［３－（５－イソプロポキシピリジン）イル］
－４－ペンテン－２－アミンの、リン酸塩、エジシル酸（１,２－エタンジスルホン酸）
塩、クエン酸塩、オロチン酸（ウラシル－６－カルボン酸）塩、Ｒ－マンデル酸塩、硫酸
塩、１,５－ナフタレンジスルホン酸塩、Ｄ－アスパラギン酸塩またはリシン一塩酸塩。
【請求項２】
　（２Ｓ）－（４Ｅ）－Ｎ－メチル－５－［３－（５－イソプロポキシピリジン）イル］
－４－ペンテン－２－アミンと酸の化学量論比（モル比）は１：２～２：１である、請求
項１記載の塩。
【請求項３】
　（２Ｓ）－（４Ｅ）－Ｎ－メチル－５－［３－（５－イソプロポキシピリジン）イル］
－４－ペンテン－２－アミンと酸の化学量論比（モル比）は１：１である、請求項１記載
の塩。
【請求項４】
　実質的に結晶性の形態である、請求項１記載のリン酸塩または１,２－エタンジスルホ
ン酸塩。
【請求項５】
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　特定ピークが１８.６、９.３、４.２５、３.９９および３.１１Åのｄ－値に存在し、
そして／または本質的に
【表１】
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【表２】

（使用される定義：
　相対強度(％)＊　　定義
　80～100         vs (非常に強い)
　30～80　　　　　s (強い)
　4～30           m (中程度)
　2～4            w (弱い)
　<2　　　　　　　vw (非常に弱い)
＊相対強度は可変スリットで測定された回折図形から得られる）
で定義されたＸ－線粉末回折パターンを有する、請求項１記載のリン酸塩。
【請求項６】
　特定ピークが５.６、４.３３、４.１９および３.７６Åのｄ－値に存在し、そして／ま
たは本質的に
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【表３】

（使用される定義：
　相対強度(％)＊　　定義
　－　　　　       vs (非常に強い)
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　60～100          s (強い)
　20～60           m (中程度)
　8～20　　　　　　w (弱い)
　<8　　　　　　　 vw (非常に弱い)
＊相対強度は可変スリットで測定された回折図形から得られる）
で定義されたＸ－線粉末回折パターンを有する、請求項１記載のエジシル酸塩。
【請求項７】
　中枢神経系疾患を治療するための薬剤の製造における、請求項１～６の何れかの項記載
の塩の使用。
【請求項８】
　疾患は、加齢による記憶障害、軽度の認識機能障害、初老期認知症（早期アルツハイマ
ー病）、老年性認知症（アルツハイマー型認知症）、レビー小体型認知症、血管性認知症
、アルツハイマー病、卒中、エイズによる認知症、注意欠陥障害、注意欠陥多動性障害、
失読症、統合失調症、統合失調症様障害および統合失調性感情障害からなる群より選択さ
れる、請求項７記載の使用。
【請求項９】
　活性成分として治療的に有効な量の請求項１～６の何れかの項記載の塩を、１種または
それ以上の薬学的に許容しうる希釈剤、賦形剤および／または不活性担体と一緒に含有す
る、医薬組成物。
【請求項１０】
　活性成分として請求項１～６の何れかの項記載の塩を含有する、中枢神経系疾患を治療
するための薬剤。
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